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放課後児童クラブにおける夏季休暇中の安全管理の徹底について 

 

 

 昨夏に複数発生した放課後児童クラブにおける死亡事故を踏まえ、来る小学

校の夏季休暇中の安全管理を徹底するよう、各都道府県・市区町村担当部局にお

かれては、管下の放課後児童健全育成事業者（以下「事業者」という。）及び事

業所に対して、以下のとおり周知をお願いします。 

 

（１）基準に基づいた安全計画の策定について 

令和５年４月より「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」

（平成 26年厚生労働省令第 63号）において、事業者は、利用者の安全の確保を

図るため、事業所ごとに、事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事

業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安

全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所におけ

る安全に関する事項についての計画である安全計画を策定し、安全計画に従い

必要な措置を講じなければならないとされたところであり、各市区町村におい

て定める条例においてもその旨規定されているところです。放課後児童クラブ

における児童の安全を守るため、事業所において、各事業所の活動内容や取組を

踏まえて安全計画を策定し、安全計画に従い必要な措置を講ずるよう改めて周

知をお願いします。なお、安全計画の策定は義務となっているため、市区町村担

当部局におかれては、管下の事業所の策定状況を把握するとともに、万が一策定

されていない事業所がある場合には、適切な指導を行うようお願いします。 

 

（２）マニュアル等の策定について 

都道府県 

市区町村 



 放課後児童クラブの運営につきましては、各市区町村において定める条例に

基づき、適宜「放課後児童クラブ運営指針」（平成 27年３月 31日付雇児発 0331

第 34 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営指針」という。）

を参照の上、事故やケガの防止等、児童の安全対策の徹底に対応いただいている

ところです。 

 合わせて、「放課後児童クラブにおける災害時や事故・ケガ発生時等の対応マ

ニュアルの作成について」（令和４年５月 31日事務連絡）を踏まえ、戸外活動

をはじめとする重大事故につながりうる場面を想定し、事故・ケガ発生時等の対

応マニュアルの策定状況・内容について把握いただき、必要に応じて助言・指導

を行っていただきますようお願いします。 

 

（３）プール活動や水遊びについて 

放課後児童クラブの管理下においてプール活動や水遊びを実施する場合は、

「教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防

止について」（令和６年５月 31日事務連絡）を踏まえ、重大事故の防止に努め

ていただくと共に、以下の点について留意してください。 

 

・プール活動や水遊びは重大事故につながる可能性があることから、プール活動

や水遊びを行う場合は、監視体制、職員研修、児童への安全指導、緊急事態へ

の対応（連絡体制やＡＥＤの所在確認等を含む）等に関するマニュアル等を作

成する必要がある。作成にあたっては、使用する環境（プール、海・川・湖等）

によって、状況が異なること等を想定すること。放課後児童クラブにおける事

故やケガの防止や発生時の対応に関するマニュアルに付記することも考えら

れる。 

・また、作成したマニュアルは、全ての職員（放課後児童支援員以外の職員やボ

ランティア等を含む）に周知し、理解させる。 

・必要に応じて、マニュアルに即した研修や訓練を実施する。 

・特に、長期休業期間は、臨時的雇用者を配置する可能性があることから、通常

と異なる等体制上の懸念がある場合は、プール活動を中止する等の判断を行

う。 

・使用するプール等の状況（水深、管理体制、周囲の環境、天候等）を事前に把

握することが求められる。 

・放課後児童クラブは、異学年児童が同時に活動する特徴があり、利用児童の発

達段階を踏まえたプール活動や水遊びの内容を検討する必要があることを職

員全員が理解する。 



・プール活動に参加する児童の泳力や心身等の状況を事前に把握することが求

められる。またプール活動中も熱中症の恐れがあることを職員が理解し、予防

対策を講じることが求められる。 

・小学校での水泳に関する指導内容について、在籍校に確認する等により状況を

把握する。その際、「水泳等の事故防止について」（令和６年４月 30日付６

ス庁第 257号スポーツ庁次長通知）等を参照することも考えられる。 

・放課後児童クラブの管理下を離れ、学校のプール教室等に参加・引率をする場

合、学校職員と事前協議を行い、放課後児童支援員等との業務内容等を明確に

しておくことや、当日の参加児童人数の確実な把握及び引継ぎが求められる。 

 

 

 通常よりも長時間に亘る育成支援を行う夏季休暇に向けて、こどもたちの体

験活動の充実に向けた取組を検討されることと思いますが、こどもの発達段階

等に配慮しつつ、安全・安心な遊び及び生活の場であることを踏まえた活動の検

討がなされるよう指導・助言をお願いします。 

 また、近年、放課後児童クラブにおいて重大事故が連続して発生していること

から、その活動内容や職員体制について、戸外活動も含め、各市区町村及び事業

者においては適宜確認するとともに、安全対策に関する助言を行い、児童や職員

の安全が確保できないと判断される場合には、中止の判断等をするようお願い

します。 

 なお、引き続き、各自治体においては、「教育・保育施設等における事故の報

告等について」（令和６年３月 22日 こ成安第 36号、５教参学第 39号）を参照

の上、事業所と連携して事故報告等を速やかに実施していただくよう、お願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係 

TEL: 03-6861-0303 

E-mail: seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp 


